別表(第3条関係)
	区分
	条件
	基準
	摘要

	1 　震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けた者
	震災、風水害、火災等の災害による資産の損害割合が10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が600万円以下であること。
	災害等により被害を受けた資産の損害割合が次の区分に該当する場合
	災害等を受けた日の属する月から6月以内の一部負担金について適用する。

	
	
	(1)　資産の10分の5以上が損害を受けた場合
	免除
	

	
	
	(2)　資産の10分の3以上10分の5未満が損害を受けた場合
	5割
	

	2　干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少した者
	干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などによって受けた被害の額が平年の収入に対して10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が600万円以下であること。
	農作物の不作、不漁などによる減収割合が次の区分に該当する場合
	被害を受けた日の属する月から6月以内の間の一部負担金について適用する。

	
	
	(1)　減収割合が10分の5以上
	免除
	

	
	
	(2)　減収割合が10分の3以上10分の5未満
	5割
	

	3　 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者
	事業又は業務の休廃止、失業等により療養期間中の収入見込額が療養開始直前の6月における収入に比べて10分の3以上の減少が見込まれ、かつ、療養期間における平均実収入月額が一部負担金平均月額と厚生労働省告示の生活保護基準額の100分の110(以下「基準生活費」という。)の合計より少ないと見込まれるものであること。
	次の算式によって求めた一部負担金不足割合が次のいずれかに該当する場合
平均実収入月額－基準生活費＝一部負担金充当額
一部負担金平均月額－一部負担金充当額＝一部負担金不足額
一部負担金不足額÷一部負担金平均月額＝一部負担金不足割合
	申請を受けた日の属する月から6月以内の間の一部負担金について適用する。

	
	
	(1)　一部負担金不足割合が0を超え0.3以下
	2割
	

	
	
	(2)　一部負担金不足割合が0.3を超え0.6以下
	4割
	

	
	
	(3)　一部負担金不足割合が0.6を超え1.0以下
	6割
	

	
	
	(4)　一部負担金不足割合が1.0を超える場合
	免除
	


備考
1　上記第1号から第3号に該当する者で、必要と認めるものは徴収猶予する。この場合において、猶予期間は徴収猶予の適用を受けた翌月から6月以内とする。
2　減免の割合の算定において、保険金などにより損害の補填等がなされているときは、その分を控除して減額及び免除率を決定するものとする。
